
報告第１２号

越計算書を報告する。

　　　令和６年６月３日提出

石垣市長　　中　山　義　隆

 　　　　令和５年度石垣市港湾事業特別会計予算事故繰越し繰越計算書の報告について

 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定により、令和５年度石垣市港湾事業特別会計予算事故繰越し繰



款 項

合 　　計

　（沖振交）

121

1,094,953 977,033 0 0 329,259 634,400 0 13,374

329,259 180,900２ 港湾整備事業費 1　港湾整備事業費 　CIQ施設整備事業 628,200 510,280

13,253

特定財源 国庫支出金 県支出金 市　　債 そ　の　他

453,500２ 港湾整備事業費 1　港湾整備事業費 　港湾機能整備事業費 466,753 466,753

　　　　　令和5年度石垣市港湾事業特別会計予算事故繰越し繰越計算書

（単位：千円）

翌　年　度 左 の 財 源 内 訳
事 業 名 金　　　額 既収入 未 収 入 特 定 財 源

一般財源
繰　越　額



令和5年度　石垣市港湾事業特別会計予算繰越事業に係る繰越理由

　CIQ施設整備事業（沖振交）

　港湾機能整備事業費

款 項 　　　事　業　名　称

　主要資材承諾願いに係る構造計算の検証等、総合的な調整に不測の日数を要したため。
２ 港湾整備事業費 1　港湾整備事業費 510,280

繰　越　額 繰 越 理 由

　資材の製作・輸送に不測の日数を要したため。
２ 港湾整備事業費 1　港湾整備事業費 466,753

（単位：千円）


